
　
市
内
で
事
業
を
営
む
中
小
企
業
者
の
経
営
革
新
に

必
要
な
設
備
投
資
を
支
援
し
ま
す
。

▼�

対
象
者　
市
内
に
本
店
と
し
て
登
記
さ
れ
た
事
業

所
が
あ
る
中
小
企
業
者
ま
た
は
市
内
に
住
所
が
あ

る
個
人
事
業
者
で
、市
内
で
引
き
続
き
1
年
以
上

事
業
を
営
む
方

▼�

対
象
設
備（
次
の
要
件
の
ほ
か
、市
が
定
め
る
要

件
を
満
た
す
も
の
）

　
·�

市
内
の
事
業
所
に
経
営
革
新
を
目
的
と
し
て
新

設
、増
設
さ
れ
る
も
の

　
·�

対
象
経
費
が
50
万
円
以
上（
D
X
枠
は
10
万
円
以
上
）

▼�

限
度
額

▼�

補
助
回
数　
年
度
内
に
1
回
の
み

▼�

申
請
期
間　
5
月
7
日
㈫
～
6
月
21
日
㈮

問・申
請��

(市)
商
工
振
興
課�

か
な
も
の
振
興
係

中
小
企
業
の
革
新
的
な
設

備
投
資
を
応
援

事業者支援

　

市
内
の
中
小
企
業
者
に
低
金
利
に
よ
る

事
業
資
金
の
貸
付
を
あ
っ
せ
ん
し
ま
す
。

▼�

対
象

　
・個
人
事
業
主
：
市
内
に
住
所
が
あ
る
方

　
・�法
人
：
市
内
に
本
店
を
置
き
、市
内

で
事
業
を
営
む（
起
業
家
支
援
資
金

の
場
合
は
営
も
う
と
す
る
）法
人

▼�

資
金
使
途
と
貸
付
限
度
額

　
・�一
般
資
金（
運
転・設
備
）　
2
，
0
0
0
万

円
以
内

　
・�小
規
模
事
業
者
無
担
保
無
保
証
人
資
金

（
運
転・設
備
）　
1
，
2
5
0
万
円
以
内

　
・�公
害
防
止
設
備
資
金　
8
0
0
万
円
以
内

　
・�起
業
家
支
援
資
金・新
分
野
進
出
支
援
資
金

（
運
転・設
備
）　
1
，
0
0
0
万
円
以
内

▼�

利
率　
1・3
%

▼�

信
用
保
証
料
補
給
率　
50
%

▼�

利
息
補
給　
・
小
規
模
事
業
者
無
担
保

無
保
証
人
資
金　
補
給
率
20
%

　
・�公
害
防
止
設
備
資
金　
60
%
～
1
0
0
%

▼�

取
扱
金
融
機
関　
市
内
の
銀
行
、信
用

金
庫
、信
用
組
合
、Ｊ
Ａ
の
各
支
店

▼�

申
請
方
法　
取
扱
金
融
機
関
に
相
談
し
て

く
だ
さ
い（
融
資
に
は
審
査
が
あ
り
ま
す
）。

問�

（市）
商
工
振
興
課�

中
小
企
業
振
興
係

事業者
支援

中
小
企
業
融
資
制
度
の
ご
案
内

経営力向上計画
経営革新計画 DX枠
なし あり※

補助割合 1/4 1/3 1/2

上限額 250万円 300万円 300万円

　
市
内
に
居
住
す
る
勤
労
者
の
住
宅
の
質
向
上
を
図

る
た
め
、近
畿
労
働
金
庫
と
協
力
し
、住
宅
の
新
築
・

購
入・増
改
築
の
た
め
の
資
金
を
融
資
し
ま
す
。

▼�

対
象（
次
の
要
件
の
ほ
か
、市
が
定
め
る
要
件
を

全
て
満
た
す
も
の
）

　
·�

同
一
事
業
所
に
１
年
以
上
勤
務
し
、か
つ
市
内

に
1
年
以
上
居
住
ま
た
は
同
一
事
業
所
に
3
年

以
上
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
る

　
·�

満
18
歳
以
上
66
歳
未
満（
最
終
返
済
時
の
年
齢

が
76
歳
未
満
）

▼�

融
資
限
度
額　
2
，
0
0
0
万
円
以
内

▼�

融
資
期
間　
40
年
以
内

▼�

利
率　
固
定
金
利
型（
年
2・03
%
）

▼�

償
還
方
式　

元
利
均
等
月
賦
償
還
方
式（
半
年
賦

償
還
併
用
方
式
も
可
）

▼�

申
請
方
法　
取
扱
金
融
機
関
で
あ
る
近
畿
労
働
金

庫
北
播
支
店（
☎
0
7
9
5ｰ

2
3ｰ

5
5
5
1
）に

相
談
し
て
く
だ
さ
い（
融
資
に
は
審
査
が
あ
り
ま

す
）。

問��

(市)
商
工
振
興
課�
商
業
労
政
係

勤
労
者
住
宅
資
金
融
資

あ
っ
せ
ん
制
度
の
ご
案
内

勤労者支援

　
人
権
教
育
活
動
を
行
う
団
体
に
対
し
て

活
動
経
費
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼�

対
象（
次
の
要
件
の
ほ
か
、市
が
定
め

る
全
て
の
要
件
を
満
た
す
こ
と
）

　
・�

市
民
を
主
体
と
す
る
10
名
以
上
の
団
体

　
・�

人
権
問
題
に
関
す
る
理
解
や
認
識
を

深
め
る
活
動
を
行
う
こ
と　
な
ど

▼
助
成
額　
上
限
10
万
円
／
年

▼
申
請
期
限　
5
月
31
日
㈮

▼�

申
請
方
法　
左
記
の
連
絡
先
に
電
話
し

て
く
だ
さ
い
。

問・申
請�

(市)
総
合
隣
保
館

　
　

����

☎
8
2ｰ

8
3
8
8

人
権
教
育
を
行
う
団
体
に
助
成
金
を
交
付

助成金

▲�ホームページ
　はこちら

▲��ホームペー
　ジはこちら

▲�ホームページ
　はこちら

▲�ホームページ
　はこちら

相　
　
談

人
権
の
目

子
育
て

募
集・採
用

健　
　
康

み
っ
き
ぃ
ナ
ビ

催　
　
し

教
室・講
座

教
室・講
座

施　
　
設

合
併
浄
化
槽
の
設
置
に
補
助
金
を
交
付

下水道
　
し
尿
だ
け
で
な
く
生
活
排
水
も
処
理
で

き
る
合
併
浄
化
槽
を
設
置
し
た
場
合
に
補

助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼�

対
象
者（
次
の
要
件
を
満
た
し
、対
象
区

域
内
に
合
併
浄
化
槽
を
設
置
す
る
方
）

　
·�

申
請
者
本
人
の
専
用
住
宅

　
·�

店
舗
な
ど
と
併
用
の
場
合
は
住
宅
と

し
て
使
用
し
て
い
る
床
面
積
が
2
分

の
1
以
上

▼�

対
象
の
浄
化
槽

　
·�

浄
化
槽
法
に
基
づ
く
設
置
届
の
審
査

ま
た
は
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
確
認

を
受
け
て
設
置
さ
れ
る
浄
化
槽

　
·�

単
独
浄
化
槽
か
ら
合
併
浄
化
槽
へ
の

切
替
工
事
で
あ
る
こ
と（
既
設
の
合

併
浄
化
槽
の
更
新
や
改
築
は
除
く
）

▼�

対
象
区
域

　
·�

公
共
下
水
道
お
よ
び
農
業
集
落
排
水

区
域
以
外

　
·�

公
共
下
水
道
お
よ
び
農
業
集
落
排
水

区
域
内
で
7
年
以
上
市
の
整
備
予
定

が
な
い

▼�

補
助
金
額　

設
置
工
事
費
の
4
割（
上

限
あ
り
、宅
内
配
管
は
除
く
）

▼�

申
請
方
法　
下
水
道
課
ま
た
は
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
申
請
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
し
、申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請��

(市)
下
水
道
課�

下
水
道
管
理
係
▲��ホームペー
　ジはこちら

　

公
園
や
道
路
な
ど
の
公
共
の
場
所
に
お

い
て
、花
植
え
や
緑
化
活
動
を
自
主
的
に
行

う
団
体
に
対
し
て
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

▼�

対
象（
次
の
要
件
を
全
て
満
た
す
団
体
）

　
・�

2
名
以
上
で
構
成
さ
れ
、市
内
在
住
の

方
が
半
数
以
上

　
・�年
間
12
回
以
上
活
動
す
る
団
体

▼�

補
助
額　
対
象
と
な
る
経
費
に
相
当
す

る
額（
上
限
5
万
円
／
年
）

▼
申
請
期
間　
5
月
7
日
㈫
～
6
月
28
日
㈮

▼�

申
請
方
法　

市
役
所
2
階
都
市
政
策

課
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は
各
市
立

公
民
館
に
あ
る
申
請
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

問・申
請�

(市)
都
市
政
策
課�

公
園
緑
地
係

花
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
活
動
に
補
助
金
を
交
付

補助金

▲�ホームページ
　はこちら

※�申請時に認定待ちの場合は、7月26日㈮
までに認定書（写し）の提出が必要です。
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